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   平成２７年度包括外部監査の結果に関する措置について（公表）

地方自治法第２５２条の３８第６項の規定に基づき、包括外部監査の結果に基づく措置を講

じた旨の通知がありましたので、同項の規定により公表します。

記

平成２７年度包括外部監査

特定の事件（監査テーマ）

「鹿児島市の人件費に関する事務の執行状況について」

指摘事項等 担当局部課名 措  置

Ⅳ．監査意見

１．分類①一般職（定数構

成）に関する項目

(2)技能労務職員

（意見）

民間との給与格差がある

ことは歴然としており、市

民の立場からすれば納得し

がたいことも事実である。

さらなる改善が必要であ

る。そこにおいては、「民

間にできることは可能な限

り民間に任せる」というス

タンスにより、さらなる民

間委託を推進することが重

要な選択肢と成り得よう。

また、「技能労務職員見直

し方針」において「今後の

総務局

総務部

職員課、行政管

理課

技能労務職員については、平成

21 年度以降採用試験を行っておら

ず、行政改革推進計画にも技能労

務職員の不補充を明記し、給食調

理業務等の民間委託に取り組んで

いる。

給与については、平成 24 年度

から 55 歳以上について、一般職

員含め、昇給停止を行っており、

これらの状況等も考慮しながら、

慎重に検討してまいりたい。



取組み」を掲げた以上、当

該取組方針の進捗状況と今

後の見通しについて明確に

説明することも必要であ

る。  （P41～P44）

Ⅳ．監査意見

１．分類①一般職（定数構

成）に関する項目

(3)勤務成績と人事評価

（意見）

職員のモチベーションの

観点からは、能力や実績に

応じた勤務成績が給与に反

映されることが必要であ

る。努力が正当に評価さ

れ、それが待遇面でも具体

化されることが、さらなる

やる気につながると考え

る。

平成 26 年 5 月に地方公務

員法の改正が行われた。法

の改正の趣旨も踏まえ、人

事評価と給与との連動を、

できるだけ速やかに実行に

移すべきである。

      （P45～P49）

総務局

総務部

人事課、職員課

令和元年度以降、1 月 1 日の定

期昇給において、課長以上を対象

に人事評価結果の給与反映を実施

している。

Ⅳ．監査意見

１．分類①一般職（定数構

成）に関する項目

(5)長期休職者の処遇

②メンタルヘルス対策につ

いて

（意見）

何といっても病気休暇、

長期の休職職員を極力出さ

ないこと、特に多くの部分

を占めるメンタルヘルス対

策が重要である。

予防対策はそれなりに講

じているが、今までのケー

スをより詳細に分析し、専

門家の意見等も積極的に取

り入れ、より実効性のある

対策を検討すべきである。

また、平成 26 年 6 月に公

布された「労働安全衛生法

の一部を改正する法律」に

おいて創設された「ストレ

スチェック制度」への適切

な対応も重要である。

総務局

総務部

人事課

令和 2 年度において、精神科医

等による年 1 回のメンタルヘルス

講演会や月 5 回の精神保健相談な

ど、予防や早期発見にも取り組ん

でいる。

また、ストレスチェックを、市

長事務部局、消防局、市立の小中

高校の職員を除く教育委員会、及

び行政委員会の再任用を含む職員

と週の勤務時間が正規職員の 3/4

以上の会計年度任用職員に対して

実施し、医師による面接指導や有

資格者による相談の実施、職場単

位等の集団分析及び職場改善研修

を行い、メンタルヘルスの未然防

止に取り組んでいる。

なお、病気休暇や休職は、「職

員の勤務時間、休暇等に関する条

例」、「地方公務員法」に規定さ

れた制度であり、病気休暇及び休

職職員に対する給与等は、「職員

の給与に関する条例」、「地方公務

員等共済組合法」に基づいて支給を

行っている。



病気休暇及び長期の休職

職員に対する給与は、労働

の対価性のない支出であ

り、税金を納付して公的サ

ービスを受けている市民の

立場からすれば極力必要最

小限にすべきものである、

ということを改めて認識す

べきである。（P55～P60）

Ⅳ．監査意見

１．分類①一般職（定数構

成）に関する項目

(6)人事管理システムの導入

（鹿児島市交通局）

（意見）

人事記録は、人事発令の

参考資料や退職金支給のた

めの過去の賞罰の反映など

の局面で利用されデータベ

ースとしての機能がある

が、紙媒体での管理は情報

の検索、抽出、加工などの

効率性の面で電子媒体に比

べて劣る。技術的、コスト

的な課題はあるかもしれな

いが、鹿児島市の人事管理

システム（プログラム）を

部分的に導入するなどの検

討が必要である。 (P61)

交通局

総務課

平成 31 年 3 月に「人事管理シ

ステム」を導入したことにより、

人事記録の適正な管理及び人事異

動業務の正確性・効率化の向上が

図られた。

Ⅳ．監査意見

２．分類③議員に関する項

目

(1) 議員の定数と議員報酬

（意見）

現状では鹿児島市の議員

定数は相対的に多く、1 人

当たりの議員報酬額も高

い。その負担を鹿児島市民

が負っていることを踏まえ

て引き続き活発な議論が望

まれる。  (P62～P67)

総務局

総務部

職員課

議員報酬については、平成 29

年度の特別職報酬等審議会におい

て審議され据置きの答申がなされ

たところである。

市議会事務局

総務課

議員定数に関しては、議長の諮

問機関である議会改革推進研究会

や議会運営委員会等において行わ

れてきた協議などを踏まえるなか

で、平成 30 年第 1 回市議会定例

会において、議員定数を 50 人か

ら 45 人に改める条例一部改正議

案が議員 11 人から提出され、賛

成多数で可決された。なお、改正

後の定数は、令和 2 年 4 月 19 日

の一般選挙から施行された。



Ⅳ．監査意見

３．分類④その他の特別職

に関する項目

(2)非常勤職員の位置づけ

（意見）

非常勤職員に対する報酬

が、純粋に勤務に対する反

対給付としての性格を持つ

一方、一般職の給与はいわ

ゆる生活給たる意味を有す

るなど、同じ地方公務員と

いえども制度そのものが異

なることから、両者を一概

に比較して比べることは難

しい側面はある。しかし、

市民に直接接して市行政の

第一線で従事している非常

勤職員と一般行政職との報

酬格差について、非常勤職

員のモチベーションと行政

サービス維持の観点から、

国や他地方公共団体の動向

などにも留意しつつ適時適

切に対応することが必要で

ある。  （P72～P77）

総務局

総務部

職員課

地方公務員法の改正により、令

和 2 年度より会計年度任用職員制

度が導入され、国のマニュアル等

を踏まえたうえで、行政職給料表

1、2 級の額を基礎に、個々の職務

経験に応じて、給与水準を決定し

た。

Ⅳ．監査意見

３．分類④その他の特別職に

関する項目

(3)非常勤職員の委嘱更新

（意見）

非常勤職員は市民の抱える

様々な問題解決や適切なアド

バイスが求められる業務も多

く、高い専門知識や経験の蓄

積が重要になると思われる。

他方、同一の者が長期にわ

たって同一の職にとどまるこ

とによる業務の硬直化や他の

適正な人材確保の機会を損な

うことにつながりかねないと

いう点から、任用回数を一定

とすることについても相応の

合理性はあろう。

任用回数については、知識

経験の蓄積によるメリットと

固定化の弊害を比較衡量する

観点から、そのあり方につい

ては、国や他地方公共団体の

動向等も踏まえ、今後も引き

続き検討することが望まれ

る。    （P78～P79）

総務局

総務部

職員課

非常勤嘱託職員については、地

方公務員法改正により、令和 2 年

度から会計年度任用職員へ移行

し、本市においても、総務省が示

したマニュアルなどを踏まえて制

度設計を行ったところである。



Ⅳ．監査意見

3．分類④その他の特別職に

関する項目

（4）公営企業における嘱託

職員の取扱い

（意見）

鹿児島市交通局のバス運転

士や鹿児島市船舶局の船員に

ついて一般職員と嘱託職員を

比較すると、勤務時間、勤務

形態、勤務内容が実質的に同

一であるにもかかわらず、平

均年収や各種休暇制度の取扱

いといった待遇について明確

な差が設けられている。地方

公務員法上の身分上の相違に

より、嘱託職員の待遇を一般

職員と完全に等しくすること

は困難であるが、あまりにも

待遇差があると不満に繋がり

かねず問題がある。

公共サービス基本法第 11
条では、「国及び地方公共団

体は、安全かつ良質な公共サ

ービスが適正かつ確実に実施

されるようにするため、公共

サービスの実施に従事する者

の適正な労働条件の確保その

他の労働環境の整備に関し必

要な施策を講ずるよう努める

ものとする」として公共サー

ビスの実施に従事する者の労

働環境整備について規定して

いる。公共サービスの「量」

及び「質」の確保の観点から

も、公共サービス提供の重要

な担い手たる嘱託職員の処遇

改善について検討する必要が

ある。   （Ｐ80～82）

交通局

総務課

地方公務員法の改正により、令

和 2 年度から会計年度任用職員制

度が導入され、国のマニュアル等

を踏まえたうえで、企業職給料表

1 表・2 表の 1 級の額を基礎に、

個々の職務経験に応じて、給与水

準を決定した。

船舶局

総務課

地方公務員法の改正により、令

和 2 年度より会計年度任用職員制

度が導入され、国のマニュアル等

を踏まえたうえで、海事職給料表

1 級の額を基礎に、個々の職務経

験に応じて、給与水準を決定し

た。

Ⅳ．監査意見

３．分類④その他の特別職

に関する項目

(5)特別職報酬等審議会の開

催

（意見）

平成 18 年に開催された

後、10 年ほど開催されてい

ない特別職報酬等審議会に

ついて、報酬額の変更の有

無に関わらず、審議会の適

時の開催について積極的な

取り組みが望まれる。

総務局

総務部

職員課

監査意見や平成 29 年度に開催

した特別職報酬等審議会答申の附

帯意見を踏まえ、「原則として、

直近の審議会の開催から 3 年経過

した場合」等の開催基準を定めた

ところであり、令和 3 年度も開催

する予定である。



     （P83-P85）


